
平
成　

年　

月
、
全
国
で
市

15

10

町
村
合
併
の
議
論
が
高
ま
る
中
、

富
良
野
沿
線
5
市
町
村
長
で
構

成
す
る
富
良
野
地
区
広
域
市
町

村
圏
振
興
協
議
会
が
「
市
町
村

合
併
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
協

議
を
は
じ
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

翌
年
1
月
に
中
富
良
野
町
と
上

富
良
野
町
が
協
議
不
参
加
を
表

明
し
た
た
め
、「
5

市
町
村
の
枠
組
で
協

議
を
進
め
る
の
は
困

難
」
と
な
り
ま
し
た
。

翌
2
月
に
は
、
内

閣
総
理
大
臣
の
諮
問

機
関
で
あ
る
地
方
制

度
調
査
会
が
「
今
後

の
地
方
自
治
制
度
の

あ
り
方
に
関
す
る
答

申
」
を
提
出
し
、
平
成　

年
3

17

月
末
で
期
限
切
れ
と
な
る
現
行

合
併
特
例
法
に
代
わ
る
新
法
で

は
、
知
事
が
策
定
す
る
「
合
併

推
進
構
想
」
の
人
口
要
件
、
い

わ
ゆ
る
知
事
が
合
併
を
勧
告
す

る
自
治
体
の
人
口
規
模
の
目
安

を
「
お
お
む
ね
1
万
人
未
満
と

す
る
」
こ
と
な
ど
、
合
併
推
進

が
強
化
さ
れ
る
見
込
み
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
南
富
良
野

町
と
占
冠
村
は
、「
互
い
の
独

自
性
と
自
立
性
を
尊
重
し
な
が

ら
、
後
世
に
悔
い
を
残
さ
ぬ
よ

う
対
等
な
立
場
で
合
併
の
議
論

を
し
よ
う
」
と
、
平
成　

年　
15

12

月
に
任
意
合
併
協
議
会
を
設
立

し
、
町
民
皆
さ
ん
の
判
断
材
料

と
な
る
調
査
研
究
や
住
民
説
明

会
を
開
催
し
、
さ
ら
に
「
両
町

村
の
財
政
推
計
を
含
め
て
突
っ

込
ん
だ
議
論
が
必
要
で
あ
る
」

と
し
て
、
平
成　

年
5
月
に
法

16

定
合
併
協
議
会
に
移
行
。
優
遇

措
置
が
受
け
ら
れ
る
現
行
合
併

特
例
法
の
期
限
内
で
の
合
併
を

視
野
に
協
議
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
法
定
協
議
会
発
足

の
翌
月
、
協
議
会
の
副
会
長
で

あ
っ
た
原
淳
二
前
占
冠
村
長
が

突
如
辞
任
。
翌
7
月
に
就
任
し

た
小
林
豊
村
長
は
、「
合
併
の
適

否
は
村
民
に
ゆ
だ
ね
、
最
終
局

面
で
村
民
が
自
立
、
合
併
ど
ち

ら
を
選
ぶ
か
意
志
表
示
で
き
る

仕
組
み
を
つ
く
り
た
い
」
と
慎

重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
の
協
議
会
で
は
、　
42

件
の
協
定
項
目
の
う
ち
方
針
が

確
認
で
き
た
の
は
、「
合
併
方

式
」
と
「
合
併
期
日
」
な
ど
9

件
に
止
ま
り
、
特
に
「
新
ま
ち

の
名
称
」
と
「
新
ま
ち
の
事
務

所（
役
場
）の
位
置
」
を
巡
っ
て

は
、「
南
富
良
野
町
字
幾
寅
」

「
占
冠
村
字
中
央
」「
同
字
上
ト

マ
ム
」
の
3
案
で
意
見
が
対
立

し
、
さ
ら
に
占
冠
村
側
で
は
中

央
地
区
と
上
ト
マ
ム
地
区
の
い

ず
れ
に
も
意
見
集
約
が
で
き
な

い
な
ど
、
再
三
に
渡
り
協
議
が

空
転
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
昨
年　

月　

日
に

12

22

開
催
さ
れ
た
協
議
会
に
お
い
て
、

小
林
副
会
長
か
ら
「
新
ま
ち
の

名
称
と
位
置
に
つ
い
て
の
協
議

に
は
、
な
お
相
当
の
時
間
を
要

す
る
と
見
て
い
る
。
村
長
の
立

場
か
ら
人
、
時
間
、
経
費
な
ど

行
政
資
源
の
空
費
を
未
然
に
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
後
の

協
議
会
運
営
に
つ
い
て
、
両
首

長
と
両
議
会
議
長
で
協
議
し
た

い
」
と
の
提
案
が
あ
り
、
休
憩

し
て
4
者
で
協
議
し
た
結
果
、

「
こ
の
ま
ま
審
議
を
継
続
し
て

も
、
現
行
合
併
特
例
法
の
申
請

期
限
ま
で
に
協
議
を
終
え
、
住

民
説
明
会
や
住
民
投
票
、
議
会

議
決
、
さ
ら
に
は
道
へ
の
手
続

き
を
行
う
の
は
無
理
と
判
断
し

 
行
財
政
改
革
等
に
伴
う
地
域
懇
談
会　
を
開
催

占
冠
村
と
の
合
併
協
議
会
解
散
ま
で
の
経
過
を
説
明

町
議
会
に
お
い
て
「
南
富
良
野
町
・
占
冠
村
合
併
協
議
会
の
廃
止
議
案
」
が
議
決
さ
れ
、
平
成　

年
3
月　

日
を
も
っ
て
協
議
会
を
解

17

31

散
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
我
が
ま
ち
は
『
単
独
自
立
』
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

2
月
1
日
か
ら
7
日
ま
で
の
4
日
間
に
町
内
各
地
区
別
に
開
催
さ
れ
た
地
域
懇
談
会
で
は
、
合
併
協
議
会
が
解
散
に
至
る
経
過
と
自
立

に
向
け
た
行
財
政
改
革
の
方
向
、
水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
議
の
は
じ
ま
り

解散に至る経緯を説明する池部町長

解散後に握手を交わす両町村長（１２月２２日）
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合
併
協
議
会
解
散
の
経
過

審
議
を
終
了
し
た
い
」
と
の
結

論
を
出
し
、
合
併
協
議
会
を
解

散
す
る
こ
と
が
全
会
一
致
で
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
去
る
1
月　
19

日
の
両
町
村
議
会
に
お
い
て
、

合
併
協
議
会
の
廃
止
案
が
可
決

さ
れ
、
平
成　

年
3
月　

日
を

17

31

も
っ
て
協
議
会
を
解
散
す
る
こ

と
が
決
定
し
ま
し
た
。

地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど
に

よ
る
財
政
悪
化
や
、
富
良
野
沿

線
5
市
町
村
で
の
合
併
議
論
が

で
き
な
い
状
況
の
中
で
、
行
財

政
の
効
率
化
と
行
政
能
力
の
強

化
を
図
る
た
め
に
ス
タ
ー
ト
し

た
占
冠
村
と
の
合
併
協
議
は
、

平
成　

年　

月
に
任
意
協
議
会

15

12

を
設
立
し
て
か
ら
約
1
年
間
、

任
意
協
議
会
は
6
回
、
法
定
協

議
会
で
は　

回
に
渡
り
議
論
を

11

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
目
標
と

し
て
い
た
現
行
合
併
特
例
法
の

期
限
内
で
の
合
意
に
は
至
ら
ず
、

合
併
協
議
は
終
了
し
ま
し
た
。

合併協議の主な経過
南富良野町・占冠村任意合併協議会設立
第１回任意合併協議会

１５年１２月１２日

第２回任意合併協議会１６年１月２１日

「市町村合併に関する説明会」を開催１月３１日

第３回任意合併協議会２月１８日

第４回任意合併協議会３月５日

「市町村合併に関する地域懇談会」を開催３月８～１７日

第５回任意合併協議会３月３０日

第６回任意合併協議会４月１６日

南富良野町・占冠村合併協議会設立５月１０日

第１回合併協議会
総務小委員会・計画小委員会・調整小委員会を
設置

５月３１日

原淳二占冠村長（副会長）が辞任６月８日

両町村が道から「合併重点支援地域」の指定６月２１日

第２回合併協議会６月２９日

占冠村長に小林豊氏が就任７月２５日

第３回合併協議会
合併の方式を「新設（対等）合併」で承認

８月５日

「南富良野町・占冠村の将来のまちづくりについて
の住民アンケート調査」を実施（～８月３１日）

８月１９日

第４回合併協議会
合併の期日を「平成１８年３月２０日」で承認

９月１日

第５回合併協議会９月２９日

第６回合併協議会
総務小委員会から『新まちの事務所の位置を「南
富良野町字幾寅」「占冠村字中央」「同字上トマ
ム」の３案のうちいずれかとする』との報告が
されるも審議差し戻し

１０月１５日

第７回合併協議会
「地方税」「条例・規則」「介護保険事業」の取
り扱いについて承認

１０月２９日

第８回合併協議会
「環境衛生事業」「建設関係事業」「上下水道関
係事業」「公社・第三セクター」の取り扱いにつ
いて承認

１１月９日

第９回合併協議会
総務小委員会から『新まちの名称』を「南富良
野町」、本庁舎の位置を「字幾寅」、総合支所を
「字中央」、「トマム支所」は現行どおりとする
案が報告されるも継続審議。「農業委員会の任
期及び定数」「農林水産関係事業」「財産等」「一
般職員の身分」の取り扱いについて承認

１１月２９日

第１０回合併協議会
新まちの名称と事務所の位置について結論が出
ず、池部会長が「次回協議会で表決する」こと
を示唆

１２月７日

第１１回合併協議会
両町村長・両議会議長の４者協議により審議継
続を断念し、協議会解散を承認

１２月２２日

協議難航が続いた合併協議会（１２月７日）

行財政改革等に伴う地域懇談会

合合合合合合合合合合併併併併併併併併併併協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会解解解解解解解解解解散散散散散散散散散散合併協議会解散�����������
単単単単単単単単単単独独独独独独独独独独自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立単独自立ののののののののののの
ままままままままままちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりへへへへへへへへへへまちづくりへ
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